
証券コード 9818
平成29年６月８日

株 主 各 位
大阪市住之江区緑木１丁目４番39号

代表取締役社長 古 野 晃
　

第67回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙

に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月28日（水曜日）午後５時30分ま

でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

　

１. 日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時

２. 場 所 大阪市住之江区緑木１丁目４番39号

当社本社６階会議室

３. 会議の目的事項

報告事項 1.第67期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、

　連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算

書類監査結果報告の件

2.第67期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類

　報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第４号議案 役員賞与支給の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。
※株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（http://www.gas-daimaru.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による各種政策の効果もあり、緩

やかな回復基調が続いています。しかし、中国を始めとするアジア新興国におけ

る景気の下振れ、英国のＥＵ離脱問題、米国の政権交代等による海外経済の不確

実性等、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　このような環境のもとで、当社グループの売上高は、ＬＰガス出荷量は増加し

たものの、太陽光発電システムの売上の減少が大きく、15,246百万円と前年同期

と比べ1,050百万円（6.4%）の減収となりました。損益面では、在宅医療機器のレ

ンタル、医療ガス、産業ガスの販売増加等により、売上総利益は、6,492百万円と

前年同期と比べ86百万円（1.3%）の増益となりましたが、ＬＰガス設備の改善費

用の増加及び営業力強化のための人員増加により、営業利益は、819百万円と前年

同期と比べ91百万円（10.1%）の減益となりました。営業外収益及び営業外費用を

加減算した経常利益は、867百万円と前年同期と比べ89百万円（9.3%）の減益とな

りました。法人税、住民税及び事業税等控除後の親会社株主に帰属する当期純利

益は、574百万円と前年同期と比べ22百万円（3.7%）の減益となりました。

　各事業の概況は次のとおりであります。

【リビング事業】

　家庭用、業務用および工業用プロパンガス販売のぽっぽガス部門の売上高は、

出荷量は前年並みを維持したものの、仕入価格に連動した販売単価の下落により、

前年同期と比べ119百万円減収の4,169百万円となりました。

　ＬＰガスの卸売販売を中心とするエネルギー部門の売上高は、ＬＰガス仕入価

格に連動した販売単価は下落しましたが、ローリー販売が順調に推移し、前年同

期と比べ23百万円増収の4,110百万円となりました。

　ガス器具、設備機器、供給保安設備等を販売する住宅設備部門の売上高は、

産業用太陽光発電システム販売が大きく落ち込み、前年同期と比べ1,149百万円減

収の2,626百万円となりました。

この結果、当事業の売上高は前年同期と比べ1,245百万円減収の10,906百万円と

なりました。
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【アクア事業】

　「知床らうす海洋深層水純水ブレンド」（エフィールウォーター）を宅配サービ

スにより販売するアクア事業の売上高は、ユーザー件数が僅かに減少したことに

より販売本数が減少し、前年同期と比べ10百万円減収の974百万円となりました。

【医療・産業ガス事業】

　在宅医療機器の保守・レンタルサービスや医療ガスの販売を行なう在宅・医療

ガス部門の売上高は、酸素濃縮器等のレンタル台数や酸素等の医療ガスの売上が

伸びたことにより、前年同期と比べ206百万円増収の1,828百万円となりました。

　産業ガス、生産機材を販売する産業ガス・機材部門の売上高は、炭酸・窒素等

の産業ガスが順調に推移しましたが、アルゴンガスの出荷量が減少したことによ

り、前年同期と比べ2百万円減収の1,536百万円となりました。

　この結果、当事業の売上高は前年同期と比べ204百万円増収の3,364百万円とな

りました。

部門別売上状況

　 期 別
事業区分

第66期（前連結会計年度) 第67期（当連結会計年度)

金 額 構成比 金 額 構成比

事

業

リ

ビ

ン

グ

ぽっぽガス 4,289
百万円

26.3
％

4,169
百万円

27.3
％

エネルギー 4,086 25.1 4,110 27.0

住宅設備 3,775 23.2 2,626 17.2

小 計 12,152 74.6 10,906 71.5

アクア事業 984 6.0 974 6.4

ガ

ス

事

業

医

療

・

産

業

在宅・医療ガス 1,621 10.0 1,828 12.0

産業ガス・機材 1,538 9.4 1,536 10.1

小 計 3,159 19.4 3,364 22.1

合 計 16,296 100.0 15,246 100.0
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(2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は929百万円であります。その主なもの

は、阪神営業所・アクア阪神営業所建物やリビング事業におけるＬＰガス供給設備、

医療・産業ガス事業における高圧ガス供給設備およびレンタル用の在宅医療機器等

であります。所要資金は全額自己資金を充当いたしました。

なお、当社グループの配送業務にかかる車両のリース資産として、135百万円を計

上しております。

(3) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第64期

（自 25.４.１
至 26.３.31）

第65期

（自 26.４.１
至 27.３.31）

第66期

（自 27.４.１
至 28.３.31）

第67期
(当連結会計年度)

（自 28.４.１
至 29.３.31）

売 上 高 17,680
百万円

17,617
百万円

16,296
百万円

15,246
百万円

経 常 利 益 937
百万円

916
百万円

956
百万円

867
百万円

親会社株主に帰属
する当期純利益

521
百万円

523
百万円

596
百万円

574
百万円

１株当たり当期純利益 66
円
57

銭
66

円
85

銭
76

円
98

銭
74

円
70

銭

総 資 産 13,381
百万円

13,528
百万円

13,302
百万円

14,039
百万円

純 資 産 9,070
百万円

9,539
百万円

9,912
百万円

10,452
百万円
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(4) 対処すべき課題
　当社グループは、ＬＰガス販売を中核とするリビング事業により発展してまいり
ました。「保安なくして繁栄なし」をモットーに「保安の確保」「安定供給」を追求
するとともに快適で安全な暮らしのサポーターとなることを目指しております。し
かしながら、ＬＰガスの販売環境は、省エネ機器の普及、他燃料との競合、都市ガ
スエリアへの人口シフトなどによる出荷量の減少といった厳しい状況にあります。
　こうした環境のもと、リビング事業を維持・発展させながらアクア事業や医療・
産業ガス事業を第２、第３の収益の柱にするべく経営資源を投入しております。
　当社では、前期第66期より「事業部門の自立」をスローガンに、各事業部門それ
ぞれが自立できる採算性の確立やスペシャリストの育成などプロ集団への変革によ
る企業価値向上に努めております。これをさらに推し進め、次期第68期からの３年
間で「大丸エナウィン品質の構築と確立」をサブスローガンとし、保安管理・サー
ビス・人材等すべてにおいて当社独自のプレミアムな品質基準を構築し、競争力の
強化を図ってまいります。

　各事業の主な施策は次のとおりであります。
＜リビング事業＞
１．主力のＬＰガス販売事業においては、全社員に保安・安定供給意識の徹底を行

ない、お客様の安全確保とお客様からの信用・信頼を得ることに注力し、選ん
でいただける会社を目指します。

２．新電力販売事業の展開については、ＬＰガスやアクア商品とのセット販売など、
各事業との連携による拡販に努めます。

３．Ｍ＆Ａの推進により、ＬＰガス出荷量の増大や顧客数の増加を図ります。
４．スペシャリストの育成による、リフォーム事業の拡大に注力します。
＜アクア事業＞
１．各事業部門との連携による顧客件数の増加を図ります。
２．首都圏における顧客獲得強化とアクアボトリング山中湖工場の稼働率上昇を図

ります。
３．コーヒーなどミネラルウォーター以外の商材を絡めた販売戦略を展開します。
＜医療・産業ガス事業＞
１．高圧ガス充填設備を持つ滋賀支店、奈良営業所、近畿酸素㈱の３拠点による供

給体制、阪神営業所開設による近畿圏全般への配送効率向上と営業強化を図り
ます。

２．中部、九州地区への事業所新設による営業エリアの拡大および当事業部門の主
力店である京都支店の新築移転による営業強化を図ります。

３．異業種関連施設への販路拡大、植物工場などへのガス需要の開拓、新電力事業
との連携による新規開拓に注力します。
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　なお、当期は１株当たり中間期７円50銭の配当を実施し、期末も７円50銭の配当
を予定しております。業績の進展や投資状況を総合的に勘案しながら、引き続き株
主還元に努め企業価値を高めてまいりたいと存じます。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し
あげます。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況(平成29年３月31日現在)

① 親会社との関係

　 該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

丸信ガス株式会社 20,000千円 100％ ＬＰガス販売

湖東ガス株式会社 32,400千円 100％ ＬＰガス販売

近畿酸素株式会社 10,000千円 100％ 一般高圧ガス製造・販売

株式会社フモト商会 10,000千円 100％ ＬＰガス販売

　

(6) 主要な事業内容(平成29年３月31日現在)

事 業 区 分 取 扱 商 品 等

リビング事業

ぽっぽガス ＬＰガス（プロパンガス家庭用・業務用・工業用）

エネルギー
ＬＰガス（プロパンガス卸売、ブタンガス）、灯油、軽油、
重油およびその他石油製品、電力事業（代理店）

住宅設備
ガス器具、システムキッチン、空調機器、家電製品、
ソーラーシステム、リフォーム

アクア事業 ミネラルウォーター（宅配事業）

医療・産業ガス事業

在宅・医療ガス 在宅医療機器、在宅医療用酸素、医療ガス、医療機器

産業ガス・機材 産業ガス、溶接・溶断機器、溶接材料、産業機器
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(7) 主要な営業所及び工場(平成29年３月31日現在)

当 社

本 社 大阪市住之江区緑木１丁目４番39号

支 店
関東（茨城県かすみがうら市）、滋賀（滋賀県愛知郡）、
湖南（滋賀県野洲市）、京都（京都府久世郡）
大阪(大阪府岸和田市）、和歌山（和歌山県和歌山市）

営 業 所

北陸（福井県福井市）、奈良（奈良県大和高田市）、
高松（香川県高松市）、阪神（大阪府豊中市）、
神戸（兵庫県神戸市）、アクア東京（東京都練馬区）、
アクア阪神（大阪府豊中市）

ぽ っ ぽ ガ ス
事 業 所

各支店・営業所に併設および水戸（茨城県水戸市）、
長浜（滋賀県長浜市）、彦根（滋賀県彦根市）、
近江八幡（滋賀県近江八幡市）、草津（滋賀県栗東市）、
大阪（大阪府堺市）、泉南（大阪府阪南市）、
紀北（和歌山県伊都郡）、中紀（和歌山県日高郡）

医 療 ・ 産 業
ガ ス 事 業 所

中部（愛知県一宮市）、九州（宮崎県宮崎市）

工 場
アクアボトリング鈴鹿工場（滋賀県東近江市）
アクアボトリング山中湖工場（山梨県南都留郡）
ガス充填工場：各支店および奈良営業所、泉南事業所に併設

子会社

丸信ガス株式会社（愛媛県松山市）
湖東ガス株式会社（滋賀県東近江市）
彦根ホームガス株式会社（滋賀県彦根市）
近畿酸素株式会社（兵庫県西宮市）
株式会社フモト商会（愛媛県松山市）

　

（注） 1. 平成28年８月１日、阪神営業所は大阪府豊中市へ移転いたしました。
2. 平成28年８月１日、アクア大阪営業所は大阪府豊中市へ移転し、アクア阪

神営業所に名称変更いたしました。
　 3. 平成29年３月31日、アクア川崎事業所を廃止いたしました。
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(8) 従業員の状況(平成29年３月31日現在)
① 企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

396名[ 34名] 18名増
　

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数については、年間の平均雇用人員
　 （１日８時間換算）を[ ]内に外書きしております。
② 当社の従業員数

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

355名[ 33名] 16名増 43.3歳 12.3年
　

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数については、年間の平均雇用人員
　 （１日８時間換算）を[ ]内に外書きしております。
　

２. 会社の株式に関する事項(平成29年３月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 22,600,000株

(2) 発行済株式の総数 8,046,500株（自己株式361,225株を含む。）

(3) 当事業年度末の株主数 2,223名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大 丸 エ ナ ウ ィ ン 共 栄 会 757
千株

9.8
％

ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 498 6.4

大 丸 エ ナ ウ ィ ン 社 員 持 株 会 381 4.9

株 式 会 社 パ ロ マ 352 4.5

株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 277 3.6

伊 藤 吉 朝 240 3.1

青 木 尚 史 239 3.1

堀 川 産 業 株 式 会 社 225 2.9

青 木 さ か え 182 2.3

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 179 2.3

(注) 1. 当社は、自己株式361,225株を保有しておりますが、上記大株主から除いて
おります。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成29年３月31日現在）
　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 竹 川 夘三郎

代表取締役社長 古 野 晃

専 務 取 締 役 桝 谷 隆
医療・産業ガス事業本部長、
近畿酸素株式会社代表取締役会長

常 務 取 締 役 田 中 勝
リビング事業本部長兼アクア事業本部長、
湖東ガス株式会社代表取締役社長

常 務 取 締 役 青 木 尚 史 管理統轄

常 務 取 締 役 寺 村 成 男 管理副統轄兼営業管理部長

取 締 役 竹 島 実
アクア製造部長
兼アクアボトリング鈴鹿工場長

取締役（常勤監査等委員) 明 石 賢 治

取締役（監査等委員) 松 井 大 輔
松井公認会計士事務所 所長
ＴＯＮＥ株式会社 社外取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員) 桑 森 ひとみ 弁護士法人桑森法律事務所 代表者
　

(注) 1. 当社は、平成28年６月29日開催の第66回定時株主総会の決議に基づき、監査

等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、監査役明石賢治、松井

大輔の両氏が監査役を退任し、取締役（監査等委員）に選任され、就任いた

しました。また、桑森ひとみ氏が新たに取締役（監査等委員）に選任され、

就任いたしました。

　 2. 取締役松井大輔氏および桑森ひとみ氏は社外取締役であります。なお、当社

は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所へ届け出ております。

3. 当社は、内部監査部門および会計監査人との連携を円滑に行ない、監査・監

督機能の実効性を高めるため、明石賢治氏を常勤の監査等委員として選定し

ております。

4. 監査等委員明石賢治氏は、14年間当社の財務部長として経理業務を担当して

おり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　 監査等委員松井大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 監査役桑森章氏は、平成28年６月29日開催の第66回定時株主総会終結の時を

もって退任いたしました。
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　 6. 当事業年度末日後における地位および担当業務の変更

　 平成29年４月１日付

氏 名 変更前 変更後

寺 村 成 男
常務取締役管理副統轄

兼営業管理部長
常務取締役管理副統轄

竹 島 実

取締役アクア製造部長

兼アクアボトリング鈴鹿

工場長

取締役アクア製造部長

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（監査等委員）明石賢治氏、松井大輔氏、ならびに桑森ひとみ氏

との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人員 報酬等の額

取締役
（監査等委員を除く）

７名 168,217 千円

取締役（監査等委員) ３名 17,276 千円

（うち社外取締役） ( ２名 ) ( 7,202 千円 )

監査役 ３名 4,612 千円

（ うち社外監査役 ） ( ２名 ) ( 2,203 千円 )

合 計 13名 190,106 千円

(注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第66

回定時株主総会において、年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分

を除く）と決議いただいております。

2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第66回定時

株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。

3. 当社は、平成28年６月29日開催の第66回定時株主総会の決議に基づき、監査

等委員会設置会社に移行いたしました。また、上記の社外監査役の支給人員

には、同総会の終結の時をもって退任した社外監査役１名を含めており、支

給人員の合計欄は延べ人数で記載しております。
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4. 上記報酬等の額には、第67回定時株主総会において決議予定の役員賞与金

31,720千円［取締役(監査等委員を除く)７名28,300千円、取締役（監査等委

員）３名3,420千円］を含めております。

5. 上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額

23,007千円［取締役(監査等委員を除く)７名21,447千円、取締役（監査等委

員）３名1,256千円、監査役２名303千円］および退任社外監査役１名に対し

て支給した当事業年度に係る役員退職慰労金79千円を含めております。

6. 上記報酬等の額のほか、使用人兼務取締役２名の使用人給与相当額12,290千

円を支払っております。

　

(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

1. 取締役（監査等委員）松井大輔氏は、松井公認会計士事務所の所長であり、

また、ＴＯＮＥ株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。な

お、当社と松井公認会計士事務所およびＴＯＮＥ株式会社との間には特別の関

係はありません。

2. 取締役（監査等委員）桑森ひとみ氏は、弁護士法人桑森法律事務所の代表者

であります。なお、当社と弁護士法人桑森法律事務所との間には特別の関係は

ありません。

② 当事業年度における主な活動状況

氏 名 主な活動状況

松 井 大 輔

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、公認会計士と
しての専門的見地から適宜発言を行なっております。また、当
事業年度開催の監査役会４回、監査等委員会10回すべてに出席
し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協
議を行なっております。

桑 森 ひとみ

当事業年度において、取締役（監査等委員）就任後に開催され
た取締役会10回、監査等委員会10回すべてに出席しました。取
締役会では弁護士としての専門的見地から適宜発言を行ない、
また監査等委員会では監査結果についての意見交換、監査に関
する重要事項の協議を行なっております。
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４. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬等の額 21,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭

　 その他の財産上の利益の合計額 21,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの

合計額を記載しております。

(3) 監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手

し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相

当性、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切

であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を

勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出す

る会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、取締役会において

次のとおり決議しております。
(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制
① 取締役および従業員は、「コンプライアンス規定」および同規定に基づく「コンプ

ライアンス宣言」を行動規範とし、業務分掌および職務権限規定等各種規定に基
づいて職務を執行する。

② 内部監査機関として社長直属の監査室を設置し、業務活動が適切かつ効率的に行
なわれているか定期あるいは臨時に監査する体制をとる。

③ 従業員および外部者が不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を
設置・運営し、内部統制の補完および強化を図る。

④ 財務報告の信頼性を確保するために、内部統制の整備、運用状況の評価を行なう
とともに、必要に応じて改善、是正措置を講ずる。

⑤ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要
求を受けた場合には、警察等の外部専門機関とも連携し、毅然とした態度で臨む。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規定」その他関連規定に基

づき、重要な会議の議事録や決裁書類を適切に保存・管理する。
また、情報取扱責任者を任命し、会社情報の適時、適切な開示を行なう体制を

整備する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規定」を定め、業務執行に係るリスクの把握と分析を行ない、適
切な対応を行なうための全社的な管理体制を構築する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
取締役の職務が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、

取締役会を月１回開催するほか、社長を議長とする経営審議会を定期的に開催す
る。
取締役会により中期経営計画および単年度の経営計画を策定し、計画達成のた

め取締役および従業員の職務の執行が効率的に行なわれるよう、職務権限と担当
業務を明確にし、取締役および各職位の権限と責任を明確にする。

(5) 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規定等に基づき、当社

へ事前協議等が行なわれる体制を構築する。また、業績については定期的に、業
務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行なわれる体制を構築する。

② 子会社に関してもコンプライアンスの確保、会計基準の同一性の確保等グループ
一体となった内部統制の維持・向上を図る。また、監査室による監査を必要に応
じて実施する。

③ 行動規範、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体の業務の
適正化を図る。

④ 子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、グループ全体の協力の推進を
図り、グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、「関係会社
管理規定」を制定する。
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⑤ 子会社が当社と同様のコンプライアンス体制を構築するために、「内部通報規定」
により、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、
当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ内取引の公正性を確
保する。

⑥ 子会社の取締役、監査役および使用人は、子会社においてコンプライアンス上の
問題等について、内部通報制度により監査室に報告する。監査室は、直ちに監査
等委員会に報告を行なうとともに、意見を述べることができる。監査等委員会は
意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができる。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
監査等委員会より職務補助の要請があるときには、要請内容を尊重し、監査室

または総務・財務部門の従業員に監査等委員会の職務を補助させるとともに、か
かる職務については、監査等委員会の指揮命令に従うこととし、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会
への報告に関する体制
① 監査等委員会は、重要な意思決定の過程および取締役の職務執行の状況を把握す

るため、取締役会、経営審議会等の重要な会議に出席し、意見を述べることがで
きる。

② 定期的に監査等委員会と社長との意見交換の場を設けるほか、監査等委員会が必
要と認めた場合は他の取締役および従業員からその職務等に関する報告を受ける
ことができる。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
① 監査等委員会は、内部監査部門である監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の実

施状況について適宜報告を受ける。
② 監査等委員会は、監査に当たり重要な帳票・書類等の提出や状況説明を求める等

の権限を有する。
③ 当社の取締役および使用人は、監査等委員会からその職務執行に関する事項の説

明を求められた場合、およびコンプライアンス違反事項を認識した場合、速やか
に監査等委員会へ報告を行なう。また、使用人の監査等委員会への情報提供を理
由とした不利益な処遇は一切行なわない。

④ 監査等委員会は、必要に応じ、会計監査人・弁護士等に相談することができ、そ
の費用は会社が負担するものとする。

― 14 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) 取締役の職務執行

当事業年度において取締役会を13回開催しており、経営上の意思決定を行なって
おります。また、取締役会規定やその他の社内規定を制定し、取締役が法令および
定款に則って行動するよう徹底しております。

(2) 監査等委員の職務執行
当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、監査等委員相互による意

見交換が行なわれております。また、監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席
するほか、会計監査人ならびに監査室との間で定期的に情報交換を行なうことによ
り、取締役の職務執行について監査をしております。

(3) 内部監査の実施
社長直轄部門である監査室は、内部監査計画に基づき、当社各部門およびグルー

プ各社の内部監査を実施しております。監査結果について社長に報告を行なうとと
もに、監査実施部門等に要改善事項の指示を行なっております。

(4) 内部統制システム
当社は、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に評価を実施し

ており、その結果判明した問題点につきましては、是正措置を行ない、より適切な
内部統制システムの構築・運用に努めております。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 1. 売上高等の金額は、消費税等を控除しております。
2. 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 7,778,782 流 動 負 債 2,915,324

現 金 及 び 預 金 4,167,496 支払手形及び買掛金 2,099,130

受取手形及び売掛金 2,723,739 リ ー ス 債 務 93,549

商 品 及 び 製 品 404,289 未 払 法 人 税 等 244,912

繰 延 税 金 資 産 74,503 役 員 賞 与 引 当 金 31,720

そ の 他 424,133 そ の 他 446,011

貸 倒 引 当 金 △15,380 固 定 負 債 672,105

固 定 資 産 6,261,152 長 期 未 払 金 106,823

有形固定資産 4,742,676 リ ー ス 債 務 170,928

建 物 及 び 構 築 物 1,498,288 繰 延 税 金 負 債 80,997

機械装置及び運搬具 486,526 役員退職慰労引当金 248,484

土 地 1,978,345 そ の 他 64,871

リ ー ス 資 産 245,737 負 債 合 計 3,587,429

そ の 他 533,778 純 資 産 の 部

無形固定資産 825,322 株 主 資 本 10,270,059

の れ ん 784,694 資 本 金 870,500

そ の 他 40,628 資 本 剰 余 金 1,185,972

投資その他の資産 693,153 利 益 剰 余 金 8,465,933

投 資 有 価 証 券 469,624 自 己 株 式 △252,346

関 係 会 社 株 式 9,400 その他の包括利益累計額 182,445

そ の 他 214,944 その他有価証券評価差額金 182,445

貸 倒 引 当 金 △814 純 資 産 合 計 10,452,505

資 産 合 計 14,039,934 負債及び純資産合計 14,039,934
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 15,246,109

売 上 原 価 8,753,421

売 上 総 利 益 6,492,688

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,673,460

営 業 利 益 819,227

営 業 外 収 益

受 取 利 息 532

受 取 配 当 金 9,469

受 取 賃 貸 料 16,250

仕 入 割 引 5,990

そ の 他 19,583 51,827

営 業 外 費 用

支 払 利 息 728

売 上 割 引 867

不 動 産 賃 貸 費 用 1,123

そ の 他 1,232 3,952

経 常 利 益 867,102

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 12,635 12,635

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 1,141 1,141

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 878,597

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 326,961

法 人 税 等 調 整 額 △22,439 304,522

当 期 純 利 益 574,074

親会社株主に帰属する当期純利益 574,074
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 870,500 1,185,972 8,014,823 △252,346 9,818,949

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △122,964 △122,964

親会社株主に帰属する当期純利益 574,074 574,074

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 451,110 ― 451,110

当期末残高 870,500 1,185,972 8,465,933 △252,346 10,270,059

　 (単位：千円)

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 93,824 93,824 9,912,774

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △122,964

親会社株主に帰属する当期純利益 574,074

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

88,620 88,620 88,620

連結会計年度中の変動額合計 88,620 88,620 539,731

当期末残高 182,445 182,445 10,452,505
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連 結 注 記 表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

　① 連結子会社の状況

　・連結子会社の数 ４社

　・連結子会社の名称 丸信ガス株式会社

湖東ガス株式会社

近畿酸素株式会社

株式会社フモト商会

　② 非連結子会社の状況

　・非連結子会社の名称 彦根ホームガス株式会社

　・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

　 ① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　 該当会社はありません。

　 ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

　・会社の名称

　 （非連結子会社） 彦根ホームガス株式会社

　 （関連会社） 愛媛ベニー株式会社

株式会社ファイブスターガス

　・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて持分法の対象から除いても連結計算書類に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないためであります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項
　① 資産の評価基準及び評価方法
　 イ．有価証券の評価基準及び評価方法
　 その他有価証券

時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

　 ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
なお、一部の小口商品については最終仕入原価
法を採用しております。

　製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切下げの方法により算定）

　② 固定資産の減価償却の方法
　 イ．有形固定資産
　 (リース資産を除く)

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法）を採用しております。

　 ロ．無形固定資産
　 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。

　 ハ．リース資産
所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引に係
るリース資産

　
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

　

　③ 重要な引当金の計上基準
　 イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

　 ロ．役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度
における支給見込額に基づき当連結会計年度負
担額を計上しております。

　 ハ．役員退職慰労引当金 当社及び一部の連結子会社は、役員の退職金支
給に備えるため、役員退職慰労金取扱内規に基
づく期末要支給額を計上しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資効果の発現する期間（５年～10年）で均等償
却しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度

に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価

償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ12,423千円増加しております。

３. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 8,341,526千円

(2) 投資不動産の減価償却累計額 55,900千円

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

　 普通株式 8,046,500株

(2) 当連結会計年度中に行なった剰余金の配当
　

決 議
株式の
種類

配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年６月29日
定時株主総会

普通
株式 65,324千円 8.5円

平成28年
３月31日

平成28年
６月30日

平成28年10月27日
取締役会

普通
株式 57,639千円 7.5円

平成28年
９月30日

平成28年
12月９日

（3）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
年度となるもの

決 議 (予定)
株式の
種類

配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成29年６月29日
定時株主総会

普通
株式 57,639千円 7.5円

平成29年
３月31日

平成29年
６月30日

　

　 配当の原資は利益剰余金であります。
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５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　① 金融商品に対する取り組み方針

　 当社グループは、資金運用については３ヶ月を超えない国債等に限定し、ま

た、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブなど

の投機的な取引は行ないません。

　② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ご

との期日管理及び残高管理を行なうとともに、主な取引先の信用状況を毎期

　 把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

　 主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取

締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日でありま

す。

借入金は短期借入金に限定しており、主に納税・賞与に係る資金調達であり、

期末決算を超えることはありません。

　 また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グル

ープでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理してお

ります。

　 未払法人税等は、すべて１年以内の支払期日であります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時

価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表
時価 差額

計上額

①現金及び預金 4,167,496 4,167,496 ―

②受取手形及び売掛金 2,723,739 2,723,739 ―

③投資有価証券

　その他有価証券 459,910 459,910 ―

④支払手形及び買掛金 2,099,130 2,099,130 ―

⑤未払法人税等 244,912 244,912 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　①現金及び預金、並びに②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

　 ③投資有価証券

　 投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

④支払手形及び買掛金、並びに⑤未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額 9,713千円）は市場価格がなく、かつ

将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりませ

ん。同様に関係会社株式（連結貸借対照表計上額 9,400千円）についても市場価

格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるため、時価注記には含めておりません。

６. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,360円07銭

１株当たり当期純利益 74円70銭

７. その他の注記

　記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（追加情報）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平
成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
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貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 7,479,987 流 動 負 債 2,750,947

現 金 及 び 預 金 4,058,062 支 払 手 形 895,218

受 取 手 形 551,263 買 掛 金 1,098,843

売 掛 金 1,965,502 リ ー ス 債 務 82,173

商 品 及 び 製 品 392,900 未 払 金 39,281

前 渡 金 127,907 未 払 費 用 353,950

短 期 貸 付 金 33,854 未 払 法 人 税 等 230,700

繰 延 税 金 資 産 71,623 前 受 金 2,483

そ の 他 291,457 役 員 賞 与 引 当 金 31,720

貸 倒 引 当 金 △12,584 そ の 他 16,576

固 定 資 産 6,298,018

有形固定資産 4,403,346 固 定 負 債 617,286

建 物 1,163,091 長 期 未 払 金 77,062

構 築 物 205,116 リ ー ス 債 務 149,885

機 械 装 置 450,735 繰 延 税 金 負 債 80,997

車 両 運 搬 具 2,449 役員退職慰労引当金 223,650

工 具 器 具 備 品 417,261 預 り 保 証 金 85,690

土 地 1,889,238 負 債 合 計 3,368,234

リ ー ス 資 産 215,720 純 資 産 の 部

建 設 仮 勘 定 59,732 株 主 資 本 10,227,325

無形固定資産 299,990 資 本 金 870,500

の れ ん 260,377 資 本 剰 余 金 1,185,972

ソ フ ト ウ ェ ア 30,417 資 本 準 備 金 1,185,972

電 話 加 入 権 9,194 利 益 剰 余 金 8,423,200

投資その他の資産 1,594,681 利 益 準 備 金 161,000

投 資 有 価 証 券 469,624 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,262,200

関 係 会 社 株 式 592,755 特定資産圧縮積立金 143,158

出 資 金 2,197 別 途 積 立 金 7,330,000

長 期 貸 付 金 540 繰 越 利 益 剰 余 金 789,041

関係会社長期貸付金 329,054 自 己 株 式 △252,346

差 入 保 証 金 34,772

破 産 ・ 更 生 債 権 等 814 評 価 ・ 換 算 差 額 等 182,445

投 資 不 動 産 97,016 その他有価証券評価差額金 182,445

そ の 他 68,720

貸 倒 引 当 金 △814 純 資 産 合 計 10,409,771

資 産 合 計 13,778,005 負債及び純資産合計 13,778,005
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損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,367,772

売 上 原 価 8,518,723

売 上 総 利 益 5,849,049

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,059,840

営 業 利 益 789,208

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 42,741

仕 入 割 引 5,990

受 取 賃 貸 料 15,893

そ の 他 13,058 77,685

営 業 外 費 用

支 払 利 息 702

売 上 割 引 867

不 動 産 賃 貸 費 用 1,123

そ の 他 1,005 3,698

経 常 利 益 863,195

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 11,980 11,980

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 928 928

税 引 前 当 期 純 利 益 874,247

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 304,645

法 人 税 等 調 整 額 △22,329 282,316

当 期 純 利 益 591,931
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株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 870,500 1,185,972 1,185,972

事業年度中の変動額

特定資産圧縮積立金の取崩

別 途 積 立 金 の 積 立

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ―

当期末残高 870,500 1,185,972 1,185,972

(単位：千円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益
剰余金
合計

特定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 161,000 144,420 6,850,000 798,812 7,954,232

事業年度中の変動額

特定資産圧縮積立金の取崩 △1,261 1,261 ―

別 途 積 立 金 の 積 立 480,000 △480,000 ―

剰 余 金 の 配 当 △122,964 △122,964

当 期 純 利 益 591,931 591,931

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

事業年度中の変動額合計 ― △1,261 480,000 △9,771 468,967

当期末残高 161,000 143,158 7,330,000 789,041 8,423,200
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(単位：千円)

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △252,346 9,758,358 93,824 93,824 9,852,183

事業年度中の変動額

特定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

別 途 積 立 金 の 積 立 ― ―

剰 余 金 の 配 当 △122,964 △122,964

当 期 純 利 益 591,931 591,931

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

88,620 88,620 88,620

事業年度中の変動額合計 ― 468,967 88,620 88,620 557,587

当期末残高 △252,346 10,227,325 182,445 182,445 10,409,771
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個 別 注 記 表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

なお、一部の小口商品については最終仕入原価

法を採用しております。

製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下による簿価切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

　（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については定額法）を採用しております。

② 無形固定資産

　（リース資産を除く）

　 のれん

　 ソフトウェア

③ リース資産

のれんの償却については、投資効果の発現する

期間(５年～10年)で均等償却しております。

見込利用可能期間に毎期均等額を償却しており

ます。

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき当事業年度負担額を計

上しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職金支給に備えるため、役員退職慰労

金取扱内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

　
（4）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

　
２．会計方針の変更に関する注記

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適

用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

11,706千円増加しております。

３. 貸借対照表に関する注記

（1）有形固定資産の減価償却累計額 7,882,762千円

（2）投資不動産の減価償却累計額 55,900千円

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　 短期金銭債権 216,453千円

　 長期金銭債権 329,054千円

　 短期金銭債務 6,036千円

　 長期金銭債務 30,000千円

４. 損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

売上高 745,749千円

仕入高 29,131千円

販売費及び一般管理費 3,489千円

営業取引以外の取引高 37,167千円
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５. 株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 361,225株

　
６. 税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　（流動の部）

繰延税金資産

未払費用（賞与） 45,892千円

未払事業税 13,767千円

貸倒引当金 3,875千円

その他 8,088千円

繰延税金資産合計 71,623千円

　（固定の部）

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 68,437千円

長期未払金 23,736千円

少額減価償却資産 5,332千円

のれん 5,094千円

その他 8,209千円

繰延税金資産小計 110,810千円

評価性引当額 △48,243千円

繰延税金資産合計 62,567千円

繰延税金負債

有形固定資産 63,121千円

投資有価証券 80,443千円

繰延税金負債合計 143,564千円

繰延税金負債の純額 80,997千円
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７. 関連当事者との取引に関する注記

　 子会社

(単位：千円)

種類
会社等
の名称

議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(注２)
科目 期末残高

子会社
近畿酸素
株式会社

直接
100％

資金の援助 資金の貸付
（注１）

利息の受取
（注１）

38,000

2,129

関係会社
長期貸付金

314,911

役員の兼任 短期貸付金 28,019

　

（注１）近畿酸素株式会社に対する貸付金については、市場金利を勘案して決定

しており、返済条件は期間15年、月賦返済としております。なお、担保は

受け入れておりません。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。
　

８. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,354円51銭

１株当たり当期純利益 77円02銭

９. その他の注記

記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年５月15日

大丸エナウィン株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 田 中 賢 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大丸エナウィン株式会社の平成28年４
月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、大丸エナウィン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年５月15日

大丸エナウィン株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 田 中 賢 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大丸エナウィン株式会社の平成
28年４月１日から平成29年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第67期事業年度における取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第３９９条の１３第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月17日

大丸エナウィン株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 明 石 賢 治 ㊞
監査等委員 松 井 大 輔 ㊞
監査等委員 桑 森 ひ と み ㊞

（注）監査等委員松井大輔及び桑森ひとみは、会社法第２条第１５号及び第３３１条第６項に規定
する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　

　

　第１号議案 剰余金の処分の件

　 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 １．期末配当に関する事項

第67期の期末配当につきましては、当期の業績、企業体質の強化と今後の事

業展開のための内部留保、安定的な配当維持などを総合的に勘案いたしまして

以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金７円50銭

総額57,639,563円を利益剰余金から配当いたします。

（注）中間配当を含めた当期の年間配当は、１株につき15円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日（期末配当金の支払開始日）

平成29年６月30日

　 ２．その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、企業体質

の強化と今後の事業展開に備えて内部留保を充実させるため、以下のとおりと

いたしたいと存じます。

　 ① 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 480,000,000円

　 ② 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 480,000,000円
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　第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（７

名）が、任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）７名の選任をお願いするものであります。なお、監査等委員会における

検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はございませんでした。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社の株式数

１

古
ふ る の

野　 晃
あきら

(昭和28年４月１日生)

昭和46年３月 当社入社

32,366株

平成12年６月 当社取締役滋賀支店長
平成20年６月 当社常務取締役

滋賀支店長
平成23年４月 当社常務取締役

リビング事業本部長
平成23年６月 当社専務取締役

リビング事業本部長
平成25年４月 当社代表取締役社長

現在に至る

【取締役候補者とした理由】
候補者は、４年間にわたり当社代表取締役社長として強いリーダーシ

ップを発揮し、当社グループ全般の経営を担ってきました。その豊富

な経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役

候補者として選任をお願いするものであります。

２

桝
ま す た に

谷　 隆
たかし

(昭和27年８月23日生)

昭和54年３月 当社入社

24,524株

平成15年６月 当社取締役和歌山支店長
平成17年10月 当社取締役

大阪支店副支店長
平成18年４月 当社取締役大阪支店長
平成22年４月 当社取締役

医療・産業ガス事業本部長
兼大阪支店長

平成23年６月 当社常務取締役
医療・産業ガス事業本部長
兼大阪支店長

平成24年４月 当社常務取締役
医療・産業ガス事業本部長

平成26年６月 当社専務取締役
医療・産業ガス事業本部長
現在に至る

（重要な兼職の状況）
　近畿酸素株式会社 代表取締役会長

【取締役候補者とした理由】
候補者は、営業部門における業務執行経験が豊富であり、特に当社医

療・産業ガス事業の責任者として同事業の成長に貢献してきました。

それらの経歴を通じて培った経験やリーダーシップが当社の経営に活

かせるものと判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いする

ものであります。
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候 補 者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社の株式数

３

田
た な か

中　 勝
まさる

(昭和29年６月15日生)

昭和50年４月 当社入社

23,572株

平成18年６月 当社取締役

エネルギー事業本部副本部長

兼エネルギー・住設部長

平成19年４月 当社取締役

エネルギー事業本部長

平成20年４月 当社取締役

リビング事業本部長

平成23年４月 当社取締役滋賀支店長

平成23年６月 当社常務取締役

滋賀支店長

平成25年４月 当社常務取締役

リビング事業本部長

平成28年４月 当社常務取締役

リビング事業本部長

兼アクア事業本部長

現在に至る

（重要な兼職の状況）

湖東ガス株式会社 代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
候補者は、営業部門における業務執行経験が豊富であり、特に当社リビ

ング事業の責任者として同事業の成長に貢献してきました。それらの経

歴を通じて培った経験やリーダーシップが当社の経営に活かせるものと

判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

４

青
あ お き

木　 尚
ひ さ し

史
(昭和28年８月26日生)

昭和58年２月 当社入社

239,060株

平成10年４月 当社総務部長

平成16年10月 当社湖南支店長

平成18年４月 当社社長付

平成18年６月 当社監査役

平成21年６月 当社取締役

総務部長兼情報企画部長

平成23年８月 当社取締役総務部長

平成24年４月 当社取締役

管理統轄兼総務部長

平成25年６月 当社常務取締役

管理統轄兼総務部長

平成26年４月 当社常務取締役管理統轄

現在に至る

【取締役候補者とした理由】
候補者は、管理部門での要職を歴任したほか、監査役にも就任しており、

現在は管理部門の統括者として経営に携わっております。それらの経歴

を通じて培った経験や見識、特に法務・財務面に関する専門知識が当社

の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役候補者として選任をお

願いするものであります。

― 37 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



候 補 者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社の株式数

５

寺
て ら む ら

村　 成
し げ お

男

(昭和28年10月10日生)

昭和51年３月 当社入社

19,400株

平成16年４月 当社関東支店副支店長

平成16年10月 当社総務部長

平成21年４月 当社総務部長

兼営業管理部長

平成21年６月 当社取締役

営業管理部長

平成28年６月 当社常務取締役管理副統轄

兼営業管理部長

平成29年４月 当社常務取締役管理副統轄

現在に至る

【取締役候補者とした理由】
候補者は、総務部門・営業管理部門における業務執行経験が豊富であり、

特に当社のリスクマネジメント強化の面で大きく役割を果たしてきまし

た。それらの経歴を通じて培った経験や見識が当社の経営に活かせるも

のと判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであり

ます。

６

竹
た け し ま

島　 実
みのる

(昭和29年１月３日生)

昭和52年３月 当社入社

14,462株

平成14年４月 当社大阪支店副支店長

平成19年４月 当社アクアボトリング工場長

平成23年４月 当社アクアボトリング鈴鹿工

場長兼アクアボトリング山中

湖工場長

平成23年６月 当社取締役

アクアボトリング鈴鹿工場長

兼アクアボトリング山中湖工

場長

平成26年６月 当社取締役

アクア事業本部長兼アクアボ

トリング鈴鹿工場長兼アクア

ボトリング山中湖工場長

平成28年４月 当社取締役

アクア製造部長兼アクアボト

リング鈴鹿工場長

平成29年４月 当社取締役アクア製造部長

現在に至る

【取締役候補者とした理由】
候補者は、長年にわたり当社のアクア事業に携わり、同事業の工場運営

から販売戦略までを統括し事業拡大に大きく貢献してきました。その経

歴を通じて培った経験や見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引

き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候 補 者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社の株式数

７

居
い う ち

内　 清
き よ か ず

和

(昭和46年５月12日生)

平成６年４月 当社入社

7,000株

平成20年４月 当社奈良営業所長

平成25年12月 当社大阪支店長

平成27年４月 当社執行役員

大阪支店長

平成29年４月 当社執行役員

リビング事業本部副本部長

兼ぽっぽガス部長

現在に至る

【取締役候補者とした理由】
候補者は、当社主要支店で支店長を務めた後、平成29年より当社リビン

グ事業本部副本部長として同部門を牽引しております。また平成27年に

は当社の執行役員に選任されており、経営戦略の策定や業務執行にも携

わっております。それらの経歴を通じて培った経験や見識が当社の経営

に活かせるものと判断し、今回取締役新任候補者として選任をお願いす

るものであります。
(注)１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　 ２．居内清和氏は新任候補者であります。
　

　

　第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される竹川夘三郎氏に対し、在任中の功

労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を

贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役

会の協議にご一任願いたいと存じます。

　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

竹
たけがわ

川　夘 三 郎
う さ ぶ ろ う

平成８年６月 当社取締役

平成12年６月 当社常務取締役

平成15年６月 当社専務取締役

平成18年６月 当社代表取締役社長

平成25年４月 当社代表取締役会長

　 現在に至る
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　第４号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名および監査等委員

である取締役３名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額31,720千円

［取締役(監査等委員である取締役を除く。)分28,300千円、監査等委員である取締

役分3,420千円］を支給することといたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に

ついては取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締

役の協議にご一任願いたいと存じます。

また、監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はご

ざいませんでした。
　

以 上

― 40 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



〈メ モ 欄〉

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



〈メ モ 欄〉

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



〈メ モ 欄〉

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月25日 15時54分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



南港病院

玉出

地下鉄北加賀屋駅

スーパー
マルナカ

ユニクロ

北加賀屋交差点

歩道橋

新なにわ筋

タクシー
　　会社

南港

文

Ｎ

津
守

市
営
住
宅

市
営
住
宅

ニ
ト
リ

住
之
江
公
園

大
丸
エ
ナ
ウ
ィ
ン

本　
　

 

社

株主総会会場のご案内

大丸エナウィン株式会社 本社６階会議室

大阪市住之江区緑木１丁目４番39号

電話(06)6685－5101

　

交通機関

　地下鉄（四ツ橋線）北加賀屋駅（３番出口）下車 徒歩約10分

※なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからず

　ご了承くださいますようお願い申しあげます。
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